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脳卒中の医療連携体制

基礎疾患管理

再発予防

本人・家族への
指導・助言

住　　民　（患者、家族）

救急搬送・紹介

退院紹介

第２次健康おかやま21推進団体

転院紹介

退院紹介

転院紹介

退院紹介

転院紹介

救急搬送

ドクターヘリの活用

（病院・診療所）

予防、普及啓発

救急搬送
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救急医療機関

回復期 医療機関

迅速な診断・専門的な治療等

急性期 医療機関

維持期 医療機関・施設

かかりつけ

医療機関

地域連携クリティカルパス
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ィ
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居宅介護支援事業所
ケアプラン作成等

地域包括支援センター
高齢者の総合相談

在宅サービス
訪問看護、訪問リハ

通所リハ等

かかりつけ歯科医
口腔ケア、機能改善等

薬　局

※　医療機関名については、県のホームページに掲載しています。

　　HPアドレス　：　http://www.pref.okayama.jp/page/detail-23286.html

受診

（資料：岡山県医療推進課）

図表7-1-2-1　脳卒中の医療連携体制
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図表7-1-2-2　脳卒中の医療体制に求められる医療機能等

【予防】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【維持期】

機

　能
発症予防

応急手当・

病院前救護

A

専門的な診療（t-PA

静脈内投与等）が

24時間可能

B

専門的な診療（t-PA

静脈内投与の適応の

判定等）が24時間

可能

C

専門的な診療（t-PA

静脈内投与の適応の

判定等）が診療時間

内に可能

生活機能を回復させ

るリハビリテーショ

ン

日常生活への復帰及

び維持のためのリハ

ビリテーション

《在宅医療》

生活の場での在宅療

養支援

目

　標

● 脳卒中の

発症を予

防するこ

と

● 発症後迅

速に急性

期病院へ

搬送する

こと

● 患者の発症後4．

5 時 間 以 内 に

t-PA静脈内投与

等の専門的な治療

を開始すること

● 廃用症候群や誤嚥

性肺炎等の合併症

の予防、早期自立

のためのリハビリ

テーションを実施

すること

● 脳卒中（疑）患者

に対する専門的な

診療が24時間実

施可能であること

● 廃用症候群や誤嚥

性肺炎等の合併症

の予防、早期自立

のためのリハビリ

テーションを実施

すること

● 脳卒中（疑）患者

に対する専門的な

診療が診療時間内

に実施可能である

こと

● 廃用症候群や誤嚥

性肺炎等の合併症

の予防、早期自立

のためのリハビリ

テーションを実施

すること

● 生活機能の早期改

善のための集中的

な リ ハ ビ リ テ ー

ションを実施する

こと

● 再発予防治療、基

礎疾患・危険因子

の管理を実施する

こと

● 誤嚥性肺炎等の合

併症の予防を図る

こと

● 生活機能の維持・

向上のためのリハ

ビリテーションを

実施すること

● 在宅等への復帰及

び日常生活の継続

を支援すること

● 誤嚥性肺炎等の合

併症の予防を図る

こと

● 患者が在宅等の生

活の場で療養でき

るよう、介護・福

祉サービス等と連

携して医療を実施

すること

● 最期まで在宅等で

の療養を望む患者

に対する看取りを

行うこと

● 誤嚥性肺炎等の合

併症の予防を図る

こと

求
め
ら
れ
る
事
項

● 基 礎 疾

患・危険

因子の管

理が可能

であるこ

と

● 突然の症

状出現時

の対応に

つ い て、

教育・啓

発を実施

すること

● 突然の症

状出現時

における

急性期病

院への受

診勧奨を

行うこと

【 本 人・ 周

囲 に い る

者】

● 発症後速

やかに救

急搬送の

要請を行

うこと

【救急救命

士】

● 適切な観

察・判断・

処置を行

うこと

● 急性期病

院に発症

後迅速に

搬送する

こと

● 血液検査が24時

間実施可能である

こと

● 画像検査（CT又

はMRI検 査 ） が

24時間可能であ

ること

● 脳卒中（疑）患者

に対する専門的な

診療が24時間実

施可能であること

● 発症後4．5時間

以 内 にt-PAの 静

脈内投与による血

栓溶解療法が実施

可能であること

● 外科的治療が必要

と判断した場合に

はその後2時間以

内の治療開始が可

能であること

● 全身管理（呼吸管

理、循環管理、栄

養管理等）及び合

併症に対する診療

が可能であること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 早期リハビリテー

ション（早期座位・

立位、摂食・嚥下

訓練、早期歩行訓

練等）が実施可能

であること

● 回復期、維持期を

担う他の医療機関

等と診療情報や治

療計画を共有する

などして連携して

いること

● 血液検査が24時

間実施可能である

こと

● 画像検査（CT又

はMRI検 査 ） が

24時間可能であ

ること

● 脳卒中（疑）患者

に対する専門的な

診療が24時間実

施可能であること

● t-PAの静脈内投

与の適応の判定や

外科的治療の適応

の判定及びこれら

が可能な医療機関

への転院等が迅速

に行える体制が確

保されていること

● 全身管理（呼吸管

理、循環管理、栄

養管理等）及び合

併症に対する診療

が可能であること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 早期リハビリテー

ション（早期座位・

立位、摂食・嚥下

訓練、早期歩行訓

練等）が実施可能

であること

● 回復期、維持期を

担う他の医療機関

等と診療情報や治

療計画を共有する

などして連携して

いること

● 血液検査が直ちに

実施可能であるこ

と

● 画像検査（CT又

はMRI検査）が直

ちに可能であるこ

と

● 脳卒中（疑）患者

に対する専門的な

診療が直ちに実施

可能であること

● t-PAの静脈内投

与の適応の判定や

外科的治療の適応

の判定及びこれら

が可能な医療機関

への転院等が迅速

に行える体制が確

保されていること

● 全身管理（呼吸管

理、循環管理、栄

養管理等）及び合

併症に対する診療

が可能であること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 早期リハビリテー

ション（早期座位・

立位、摂食・嚥下

訓練、早期歩行訓

練等）が実施可能

であること

● 回復期、維持期を

担う他の医療機関

等と診療情報や治

療計画を共有する

などして連携して

いること

● 再 発 予 防 の 治 療

（ 抗 血 小 板 療 法、

抗凝固療法等）が

可能であること

● 基礎疾患・危険因

子に対する管理が

可能であること

● 抑うつ状態への対

応が可能であるこ

と

● 専門医療スタッフ

に よ る リ ハ ビ リ

テーションが集中

的に実施可能であ

ること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 急性期や維持期を

担う医療機関等と

診療情報や治療計

画を共有するなど

して連携している

こと

● 再発予防治療、基

礎疾患・危険因子

の管理が可能であ

ること

● 抑うつ状態への対

応が可能であるこ

と

● 生活機能の維持・

向上のためのリハ

ビ リ テ ー シ ョ ン

（訪問及び通所リ

ハビリテーション

を含む）が実施可

能であること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 口腔ケア、摂食機

能の維持・向上を

行っていること

● 介護支援専門員が

自立生活又は在宅

療養を支援するた

めの居宅介護サー

ビスを調整するこ

と

● 急性期や回復期を

担う医療機関と診

療情報や治療計画

を共有するなどし

て連携しているこ

と

● 再発予防治療、基

礎疾患・危険因子

の管理が可能であ

ること

● 抑うつ状態への対

応が可能であるこ

と

● 生活機能の維持・

向上のためのリハ

ビ リ テ ー シ ョ ン

（訪問及び通所リ

ハビリテーション

を含む）が実施可

能であること

● 誤嚥性肺炎予防の

ため、病院内の歯

科や歯科医療機関

等を含め、多職種

間で連携している

こと

● 口腔ケア、摂食機

能の維持・向上を

行っていること

● 介護支援専門員等

と連携し居宅介護

サービスを調整す

ること

● 急性期や回復期あ

るいは診療所等の

維持期を担う医療

機関と診療情報や

治療計画を共有す

るなどして連携し

ていること

● 通院が困難な患者

に対して、訪問看

護ステーション、

薬局等と連携して

在宅医療を実施す

ること

● 認 知 症 高 齢 者 グ

ループホーム、有

料老人ホーム、ケ

アハウス等自宅以

外 の 居 宅 に お い

て、希望する患者

にはこれらの居宅

で看取りまでを行

うこと

（資料：岡山県医療推進課）


